
◎下水道法の一部を改正する法律 
（平成一七年六月二二日法律第七○号）   

一、提案理由（平成一七年三月二九日・参議院国土交通委員会） 

○国務大臣（北側一雄君） ただいま議題となりました下水道法の一部を改正する法律

案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 下水道の整備等により、公共用水域の水質は総じて改善傾向にあるものの、湾や湖沼

などの閉鎖性水域においては改善が進んでおりません。したがって、その原因である窒

素及び燐の流入負荷量を一層削減するため、下水の処理水質を向上させる高度処理を推

進する必要性が高まっています。 

 また、近年、集中豪雨による浸水被害や、さらには下水道へのシアン等の有害物質や

油の流出事故が多く発生しており、広域的な雨水排除を推進するとともに、事故発生時

における措置の充実を図ることが求められております。 

 この法律案は、こうした状況を踏まえ、公共用水域の水質の保全、都市における浸水

被害の防止等のため、下水道がその期待されている役割を最大限発揮できるよう、必要

な措置を講ずるものです。 

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、公共下水道により排除される雨水のみを受けて、二以上の市町村の区域にお

ける雨水を排除する下水道を、雨水流域下水道として整備することができることとして

おります。 

 第二に、流域別下水道整備総合計画に定めるべき事項として、終末処理場から放流さ

れる下水の窒素含有量又は燐含有量についての削減目標量を追加するとともに、地方公

共団体が、その削減目標量を超えて他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当する量

を削減する場合には、同意を得て、当該他の地方公共団体に費用を負担させることがで

きることとしております。 

 第三に、特定事業場において一定の物質又は油が下水道に流入する事故が発生した場

合における応急の措置及び下水道管理者への届出を義務付けることとしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上がこの法律案を提出する理由でございます。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議よろしくお願い申し上げます。 

二、参議院国土交通委員長報告（平成一七年四月一日） 

○田名部匡省君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、都市における浸水被害の防止等のため、雨水流域下水道の制度を創設す

るとともに、公共用水域の水質の保全等を図るため、終末処理場から放流される下水の

窒素又は燐の含有量についての削減目標量等に関する事項を流域別下水道整備総合計画

に追加する等の措置を講じようとするものであります。 



 委員会におきましては、下水道事業における内水被害対策の促進、下水の高度処理の

現状と水質改善の見通し、下水道への有害物質の流入問題とその対応策、下水道整備に

おける費用負担の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって

御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年三月三一日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾

なきを期すべきである。 

一、閉鎖性水域の水質の改善等を図るため、下水の高度処理が効果的に実施され、速や

かに普及するよう技術開発の促進に努めるとともに、水質に悪影響を及ぼす物質の下

水道への流入の抑制の重要性について国民への周知等に努めること。 

二、高度処理に係る排出負荷量調整手法の導入に当たっては、地方公共団体に対して、

必要に応じて、助言・支援等を行うことにより、費用負担等における調整が円滑に進

められるようにすること。 

三、雨水流域下水道等における浸水対策の推進に当たっては、雨水排除に関する他の事

業分野との十分な連携を図るとともに、それぞれの分野においては、より実効性のあ

る対策が行われるよう努めること。 

四、下水道事業を取り巻く厳しい財政・経営状況を踏まえ、国と地方の財政上の役割分

担、受益と負担の関係を始めとした下水道事業の在り方について、その見直しを含め

早急に検討を進めること。 

  右決議する。 

三、衆議院国土交通委員長報告（平成一七年六月一四日） 

○橘康太郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、下水道法の一部を改正する法律案について申し上げます。 

 本案は、都市における浸水被害の防止、公共用水域の水質の保全等を図るため、雨水

流域下水道の新設及び地方公共団体が共同して終末処理場から放流される下水の高度処

理を行う制度を創設するなどの措置を講じようとするものであります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月十日本委員会に付託され、同日北側国土

交通大臣から提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、本

案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 



 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年六月一四日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを

期すべきである。 

一 下水道事業を取り巻く厳しい財政・経営の状況に鑑み、国、地方公共団体等の役割

分担を明確にするとともに、事業の重点化・集中化を図りつつ、総合的なコスト縮減

に取り組み、将来の受益者の事業費負担について情報公開等により積極的な周知を行

い、効率的な下水道の整備・普及に努めること。 

二 汚水処理施設の整備について、国と地方公共団体の財政負担を考慮し、下水道以外

の汚水処理施設の特性を踏まえ、かつ地域の特性に応じて適切な役割分担をした効率

的な整備が進められるよう、地方公共団体に対する積極的な情報提供及び支援体制の

充実を図ること。 

三 雨水流域下水道について、流域における一体的かつ効率的な浸水対策を推進する観

点から、河川事業との連係を図りつつ、関係都道府県及び市町村による十分な協議に

基づき、適切な規模の事業計画となるよう地方公共団体に対する助言、指導等を行う

こと。 

四 高度処理に要する費用を関係地方公共団体が共同で負担する制度の導入に当たって

は、当該費用負担の算定方法等に関するガイドラインを策定すること等により、費用

負担の公平性及び円滑な合意形成の確保を図ること。 

五 公共下水道における水質規制措置の充実により、下水道管理費の増大を招くことが

ないよう、地方公共団体に対して、必要に応じて、下水道経営の効率化・合理化に関

する助言、支援等の措置を講じること。 

六 循環型社会の形成及び地球温暖化対策に資するため、下水道の普及拡大に伴って増

大する下水処理水及び下水汚泥等の再生利用やエネルギー資源としての活用に関する

取組を積極的に推進すること。 


